
1 団体の概要

団体が一部事務組合等 (一部事務組合、広域連合及び企業回をいう。以下同じ。

合等の名称を記入し、「構成団体名」襴にその構成団体名を列記すること。

公的資金補償金免除線上償違に係る財政健全化計画

I 基本的事項

2 「職員数」欄は、普通会計において一般職に属する常勤の職員 (地方公務員法第 3条 3項の特別職を除く。)について、

平成22年 4月 1日 現在で記入すること。ただし、教育長及び4月 1日 付け退職者は除くこと。

3 r健全化判断比率の状況」襴については、繰上償還を実施しようとする年度において当該団体の健全化判断比率が財政再

生基準ヌは早期健全化基準以上である場合、該当するものをチエックすること。その場合には、財政再生計画又は財政健全

化計画の計画期間を併せて記入すること。

2 財政指標等

財政力指数及び冥真公債費比率については、キ阪Z]年度又は半厩ZZ年度の数値を、種軍収ヌ比半よひ村米員

“

IL手につ

いては、平成20年度ヌは平成21年度の数値をそれぞれ記入すること。これら以外の数値については、直近の地方財政状況

調査及び公営企業決算状況調査の報告 (又 は報告を予定している)数値を記入すること。

なお、一部事務組合等に係る財政力指数、実質公償費比率、経常収支比率については、当該一部事務組合等の構成団体
の各数値を加重平均したものを記入すること (た だし、一部事務組合等の構成団体に財政力指数 1 0以上の団体がある

場合には、構成団体の中で景も低い財政力指数の団体の数値を記入すること。)。

また、一部事務組合等に係る将来負担比率については、各構成団体の将来負担比率を各構成団体の団体区分ごとに別表
1の基準 1で 除し、それにより得た数値を将来負担比率算出における分母の額に応して加重平均したものを記入すること。

2 財政指標については、条件該当年度を く )内 に記入すること。また、財政力指数以外の財政指標については、数値相

互間で年度 (地方財政状況調査における年度)を混在して使用することがないよう留意すること。
3 財政力指数 (臨財債振管前)については、財政力指数が  ヽO以上の団体て、臨時財政対策債振替前の基準財政需要額

を用いて算出した場合の財政力指数が , Oを 下回る場合についてのみ記入すること。この場合には、補足様式 1を作成

し添付すること。なお、一部事務組合等については本欄の記入は不要であること。
4 注 1に関連して、一部事務組合等については、補足様式2を 作成し添付すること。

3 合併市町村等における合併市町村基本計画等の要旨

注 1 「新法による合併市町村、合併予定市町村」とは、市町村の合併の特例に関する法律 (平成16年法律第59号 )第 2

第 2項に規定する合併市町村及び同条第 1項に規定する市町村の合併をしようとする市町村で地方自冶法 (昭和22年法律

第67号)第 7条第7項の規定による告示のあったものをいう。

2 「旧法による合併市町村」とは、旧市町村の合併の特例に関する法律 (昭和40年法律第6号)第 2条第2項に規定する

合併市町村 (平成 7年 4月 1日 以後に同条第 1項に規定する市町村の合併により設置されたものに限る。)をいう。

3 □にレを付けた上で、当該市町村合併に伴い実施 (予 定)の行革の内容等の要旨を記入すること。また、要旨について

は、別紙としてもとし支えないこと。

4 財政健全化計画の基本方針等

那覇市財政健全化計画

年度～平成26年度

平成22年度那覇市中期財政計画 (平成22年度～平成26年度)

第2次那覇市定員適正化計画 (平成17年度～平成25年度)
存 計 画 と の 関

平成23年 3月 までにホームページに掲載する。公 表 の 方 法

１

２

３

財源確保と歳入規模に応じた財政運営
徹底的な行財政改革の推進
財政情報の積極的な開示



卒日の金利動向に応して算出された予定額であり、各地方公共団体の所在地を管構とする財務省財務局 財務事務所に予め福談 訊整の上

碓フした補償金免除 (見込)額を記入すること。

2 各編の数値は小数点第 2位 を切り上げて、小数点第 1位まで記入すること。■つて各相の単純合計と f合計」欄の数値は一致しない場合

があること (をお、小数点第 2位が Oで あるが、小数点算 9位に数値がある場合はΠ構に切り上げること。)。

6 平成22年度以降における年利5%以上の地方債現在高の状況

【旧資金運用部資金】

【旧簡易生命保険資金】

【旧公営企業金融公庫資金】

Ⅷ
〔青施設等整備事業普

通
会

計

債

Z43 ′0′ 335 768 957 741 υ

冬営住宅建設事業 4 し3う Z4 U04 29 399 9

rlヽ 討 248 303 1 360 033 t υし′ ′4] υ 〔 1 566 678 5

一
骰

会

舒

出

資

ほ

毎

刺ヽ 計

モ1       言+      (ハ
'■

(U, Z4U 3υ 3 360,633 t 957 741 1 566 6′ 8 う



Ⅱ 財政状況の分析

平成17年度の国勢調査によると、本市の人口は312393人、第一次産業07%、 第二次産

業117%、 第三次産業876%と なつており、類似団体区分は「W-3」 である。

平成17年度から平成21年度までの過去 5年間の普通会計の歳入歳出決算総額の推移をみ

ると、歳入で概ね 1, 032億円から1. 243億 円、歳出で 1, 016億 円から1. 2
06億円となつている。

化房Э磐た硬研雲天肇留緬辱蒜蚕伊語翌垢堺撃穫ど七窮】藩警単密岳伝露け[ほち昆昇琵
方交付税については、平成17年度以降、概ね115億 円前後で推移している。
歳出は、義務的経費の扶助費において平成17年度の約253億円から平成21年度におい

ては921億円と著しく伸び、今後も増加傾向が続くものとみられる。
平成21年度 (平成20年度決算)における実質公債費比率は、151%て、類似団体平均

7996に比ぺ約 2倍 となつている。本市の類似団体と比較した財政指標 (平成20年度)

は、次のとおりである。

経常収支比率  : 那覇市 (924%)  類似団体平均 (917%)
財政力指数   : 那覇市 (0769%) 類似団体平均 (1034%)
実質公債費比率  : 那覇市 (15!1%)  類似団体平均 (79%)
将来負担比率  : 那覇市 (1517%) 類似団体平均 (6i O%)

務 上 の 特

平成20年度決算において、本市の歳入全体に占める市税の割合は314%であり、類似団

平均の548%を大きく下回つている。
徴収率は、91796で類似団体平均は、936%で、19%にい状況である。近年の景気低
による減収が見込まれる中、財政運営を安定的・継続的に行うため、市税収入の確保は

大の課題であり、効率的な収納事務と滞納整理を強化することが必要である。そのため

成20年 9月 より「納税催告センター」を設置しており、これまで以上に徴収率の向上に

政 運 営 課

平成17年 4月 1日 から平成22年 4月 1日 までの間に46%以上の削減を目標とした「第2次那

B景写昌る三百ζ≧驀ξgi髯昇Esぎ写雪Sfき言|ピ三ξモ三鳥言を豊ζ:昌tヨ
ることで人件費の抑制を図つていく。

市長発行の抑制と市債残高の削減

い く必要がある。

使用料・手数料の適正化

受益者負担の観点などの「受益者負担の適正化に関する指針」 (平 成19年 10月 策定)に
づき、施設使用料について、使用料の改定や新たな導入などにより恒常的収入を確保し

ていく必要がある。

自主財派の乏しい本市にとって、可能な限り歳入確保の努力が必要である。平成22年 4
に供用開始した市営野球場及び屋内練習場にネーミングライツ (命名権)方式を導入し

入の確保に努める。

卸可能資産については、市の保有土地を積極的に売却する。特に老朽化した市営住宅
て替えにおいては、市営住宅を高層化することにより生じる余剰地を民間活用地とし

て売却し公有財産の有効活用を図る必要がある。

注  ヽ「財務上の特徴,相は、人口や産業構造、財政構造や地域特性学を踏まえて記載すること。また、

財政指標争について、経年推移や類似団体との水準比較などをし、各自工夫の上説明すること。

2 「財政運営課題」欄は、税収入の確保、給与水準 ‐定貫管理の道工合理化、公債負担の健全化、

公営企案繰出金の適正運用、地方公社 第ニセクターの適エオEL営 学、団体が認識する財政運営上

の課題及びその具体的施策について、優先度の高いものから順に記入する。また、財政運営課題と

認識する理由を類似団体学との比較を交えながら具体的に説明すること。

3 「留意事項」襴は、「財政運営課題Jて取り上げた項目の他に、財政運営に当たつて補足すべき

事項を記入すること。

4 必要に応して行を追加して記入すること。



Ⅲ 今後の財政状況の見通し
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W 行政改革に関する施策

1 合併予定市町村等にあつてはその予定
とこれに伴う行革内容

2 経常経費の見直し

○ 定員管理

給与のあ り方

◇ 給与構造の見直し、地域手当等のあ
り方

44筆ⅢⅢⅢⅢ輝帯構韓警|"筆こ鞘11肇:Ⅲ摯予,4筆 ,禁 ,'欝14rlr書 1貫総代筆1的ⅢⅢ面ⅢⅢ容ⅢⅢ清ⅢⅢ輩無4韓Ⅲ輩等ⅢⅢl14摯ⅢⅢⅢⅢ審纂Ⅲ,碑|± 1'士韓群♯と

技能労務職員の給与のあり方

現時点で合併の予定なし。

退職時特昇等退職手当のあり方

②

平成17年 4月 1日 から平成22年 4月 1日 までの間に46%以上の削減を目標とした「第⊇次那覇市経営改革アクションプラン(集 中改革

プランを含む)」 (平 成17年度～平成21年度)を策定したが、行財政環境の色激な変化や団塊世代の大量退職に対応するため、さら

十三「第 2次那覇市定員適正化計画」 (平 成19年度～平成25年度)を平成19年 10月 に策定し実施中である。
同計画における平成17年4月

'日

から平成26年 4月

'日

までの職員の削減目標数は355人 (企業会計分を含み、独法化した市立病院を瞼

く。)、 139%と なつている。
平成22年 4月 1日 現在の削減数は、186人 (73%)て 、普通会計は職員数2244人から2081人へと、163人 (73%)の減となつてい

る。

福利厚生事業のあり方

O 物件費、維持補修費等の見直し

○ 指定管理者制度の活用等民間委託の

推進やPFIの 活用

給与構造については、平成18年 4月 1日 に、基本的|ぎ国家公務員の給与構造改革を踏まえて見直しを行つた。平成22年 度より、行政

税給料表の3級、4級にあつた号給の継ぎ足しを廃上。
新規採用職員の採用前経験年数で5年 を超える部分については、原則15月 て除して号給数に換算しているが、平成20年 度より18月

に見直した。
持ち家に係る住居手当については、平成20年度より、沖縄県に準して月額3000円から2.500円 へと変更した。

地域手当については、国家公務員基準に準じている。

○ その他

技能労務職員の給与等の見直しに向けた取組方針について策定し、平成20年 3月 末に公表した。それに基づき、平成22年 度より3

藪、4級にあつた号給の継ぎ足しを廃上した。

退職時特男】昇給については、平成16年 12月 1日 全部廃上。

市が実施する福利厚生に係る事業内容及び条例て設置した独自互動会への市の負担金率や、市負担金を財源とする独自互助会福Ifl

厚生事業の内容については、平成16年度分から、人事公表 (人事行政の運営等の状況)の一部として、市公報及び市ホームページに、

翌年度の3月 に掲載している。また、独自互助会への市の負担金率については平成18年度に見直しを行い、職員の給料総額の1000分

の7か ら1000分 の6に 改正した。平成22年度中に独自互助会のあり方について検討を行ない、方針を定める。

平成17年度より、当初予算編成の段階て、資金及び債務負担行為に係る経費以外の物件費について減額を行つた。

鎌革ぞき§豪B奎葺≦昌を2〒ζを颯 ぞg号翌旱魅 鰯
嘗誹翼施喜鼻伊壱曹整詈唇P播査筆箕曇犠綻拿需鞘

ム 4ヶ 所の小規模給食センターを学校内に設置して民間委託へ移

行
猶鍵皆理者制度については、 略 定管購 制度導入に関する指滸」僻 脚 存 5月 策Dに 基づき導入を進めており、Tta224F4月 1

曇据r浜響群語ぢ誤全悪毛琵星準∩厨
'翠

〔課宮畠豊|か第覇耗望£指定管理者制度を導入。7施設を民営化しており、平成22年度末
にはさらに1施設を民営化する予定。



W 行政改革に関する施策 (つ づき)

3 地方税の徴収率の向上、売却可能資
産の処分等による歳入の確保

4 地方公社の改革や地方独立行政法人
への移行の促進

5 行政改革や財政状況 に関する情報公開
の推進と行政評価の導入

O 行政改革や財政状況に関する情報公開

◇ 給与及び定員管理の状況の公表

◇ 財政情報の開示

裁::督 r音量魯ε捲1朧鍛勢ぢ詈新▼猶ζ殆モィ
Hこ老朽化した市営住宅の建て替えにおいては、市営住宅を高層化

注 1 上記区分に応し、「Ⅱ 財政状況の分析」の「財政運営課題」に揚げた各課題に対応する施策を具体的に記入すること。その際、どの課題に対応する施策か朗らかとなるよう、江

に付した課題番号を「Ⅱの課題番号J lllに記入すること。

2 今後行う行政改革の取組の内容について記載すること。なお、平成19年度から平成21年度までの間に公的資金補償金免除線上償遅措置の承認を受けている団体については、更なる

3 繁肇霧暑普惜呈央C軽客亀亀美Bξ署評ヨ贔最亀あ塩箕とし薄霰≦踊冥畠雰畳こ泉暑皇壕暑曾にヒi、鷲忌P旱予
間
振整樫経化再ヨ寿綴肇肇蒐握錫箕F歯奔埋屋七十者裏干企鷲a晶≧

°

効果額を記入すること。なお、当骸改善効果額が計画前年度との比較により算出てきな

搾畷最極E姓再寧落え議賢言聖姦督3最起理花岳牲

'こ

纂ゼほ習全を8尾 ∴考歳入確保策・歳
4 財政状況が良好な場合ヌは必ずしも悪いとはいえない状態であつても、財政状況を良攻

出削減策等があれば、当該施策を記入すること。

5 必要に応して行を追加して記入すること。

て能鉾雅熱に伝と、罵軍幕紹躍 1織賓鍛糾菅憩1脅言ゴY鷲老晶創講 ミ増鮎訪癌葬ξ蘇埋
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一般会計、特男1会計及び公営企業会計の歳入及び歳出の状況、財産の状況、一時借入金現在額及び市償残高等を、4月 1日 から9月

星庭下2龍茎部長畳授患構新曇S決聟尻態謹十!習 RttF幕あ霰轟蓬把括轟じ云蟹踏
那`覇市公報に毎年掲載し公表している。

いる (例年9月 号)。

'(、

LT価結果の具体的な活用、評価作業への職員の負担感及び外部

もしたこと、及び、
‐
これまでの課題を整理する必要があつたことな

D構築を目指し、行革担当、財政担当、実施計画担当者等で構成す

ギ昌自勇三極を豊ξと信号魯3ξ魯吉ど魯脅甚g著毛岳畳ζ;ヨ:;寺≒奪著電|:吾重g§賞i豊食寡想冨ぞ讐岳::設
、パレット



V 繰上償透に伴う行政改革推進効果 【延長計画策定回休】

1 主■課題と取組及び目標

2 公領貴Я担の値全 Iヒ (地方債発行の抑制写 )

使用料 子敬IIの 適正化

5 その他 (れ八の確保 )

策のうち それてれを項目には当するものについて その対応関係が,か るように配人丁ること

なお れ方公共団IIの財Itの恒全化に函する法

“

(平 成19年践偉第94号 )(以下 「財政健全化去」という。)に規定する「財政健全1ヒ II口 Jヌ け「財政再生ll回 すを足めていることから 地方財政広髄命令ll則第6条第3項の規定によリ

これらのII口 を「公的資壺補償壺免齢憬とTA愚 に係る財政但全化ll口 Jとみなす場合には 各研画における簡策のうち それぞれの各項目には当するものについて その飼内関係が分かるように配入すること。

各項ロヘの配入に当たつては Vに偶げた応策又は財政健全lt法に4Hげ た方策をそのまよ■配せザ ボイントをII潔にまとめた形で

'入
すること

必

“

にオじて行を追加してIE入すること

蕉樫satR駿認 簡解離ぽ撃ギ哨 躍絆吾碑 謙そ&埠監Z説∫響需酷弗霜曜t埜罷騨
狩圧～韓鰤年酌掛定したが行RTHIRC
〔ある

「受益者負担の道正 1と にFHす る指IIJ(平成19年

事の吐車に対 して 使用料をtH収する。

HIへの機出登については、下水道事案における汚水費局の企奈慣tA通元邪1登 があるが F水道事楽の現状と愚みながら硼整していく。

平成22年 4月に供用開始した市営野球場及び霞内縦習j3に ホーミングライツ (0名 に)方貧を導入し歳入のIEI「に雰める

揆処理の一:

毎年見亘し

に喜づき 平成22年ににlt使用料を 公民懐写3施殴て新破 バレット市民BI場専12"ltで改定を真施し、また

Jや「小 中学機の士局校
ていく。

「延長叶□にII上 した盛策にtFる改警効果領J憫 には 「当初計画にII上 したlt策にtFる改き効果霞Jを含めないこと

「Cの うち公曽と宗加年分 OJ預については 平魔19年底から平成21年度までの間に当破国卜の公営企来会‖において公的JI奎補償貧兌際IF上償遇の

目用ど員け 工咸22年度以降に引き憮き当故公営企案会IIにおいて公的資壺補償査免||IRttIH選 のコ用を受けるⅢ合であつて 当IA公営企業会IIに おける

経営虫事の改善効果甑が当悽公営企業雲llに係る旧責登垣用切貿立のt碩 壺兌RI霞 に選しないlB合に■

^す
ること (た だし 公営企素会‖に加工てきる改

善効果蟹は ■題全:|に 係る改善効果額が日資金謳用れ資金の補償堂免眸顔を上回るヽ分に取る ).

素Jがある。また 老石化した■枚獣HttlH 市督佳

日福」の「礫題」観のモ号 をIE入 すること


